
　

峡
南
衛
生
組
合
で
は
、
次
の
と
お
り

職
員
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
内
容
】
行
政
職
（
一
般
事
務
） 

１
名

【
資
格
】
平
成
12
年
４
月
２
日
～
平
成

20
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
者
で
、
高

校
を
卒
業
し
た
者
及
び
卒
業
見
込
み
の

者
並
び
に
同
程
度
の
学
力
を
有
す
る
者

で
、
普
通
自
動
車
免
許
を
所
持
す
る
者

【
採
用
方
法
】
▽
第
１
次
試
験
：
教
養
試

験
、
事
務
適
正
検
査
、
性
格
特
性
検
査

▽
第
２
次
試
験
：
論
述
試
験
、
口
述
試
験

【
募
集
期
間
】
12
月
３
日
㈬
～
19
日
㈮

※
履
歴
書
を
期
間
内
に
提
出
し
て
下
さ

い
。
窓
口
で
の
受
付
は
、
午
前
８
時
30

分
～
午
後
４
時
30
分
（
土
日
祝
日
は
除

く
）。
郵
便
は
、
12
月
19
日
㈮
必
着
。

【
第
１
次
試
験
】
令
和
８
年
１
月
25
日
㈰

峡
南
衛
生
組
合（
身
延
町
下
田
原
２
５
４
８
番
地
）

【
採
用
予
定
日
】
令
和
８
年
４
月
１
日

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
】
峡
南
衛
生

組
合
☎
０
５
５
６
（
４
２
）
２
２
０
７

　

市
川
三
郷
都
市
計
画
道
路
（
大
門
桃
林

線
、
西
条
高
田
線
）
の
変
更
に
あ
た
り
、

都
市
計
画
変
更（
案
）の
縦
覧
を
実
施
す
る

と
と
も
に
意
見
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

■
縦
覧

【
縦
覧
期
間
】
12
月
11
日
㈭
～
25
日
㈭

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
日
は
除
く
）

【
縦
覧
場
所
】
県
都
市
計
画
課
、
峡
南

建
設
事
務
所
都
市
計
画
・
建
築
課

※
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
あ
り
。

■
意
見
書
の
提
出

【
提
出
で
き
る
方
】
市
川
三
郷
都
市
計

画
区
域
内
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人

【
提
出
方
法
】
12
月
25
日
㈭
（
必
着
）

ま
で
に
、
意
見
の
要
旨
、
住
所
、
氏
名

及
び
電
話
番
号
を
記
載
し
た
書
面
を
持

参
ま
た
は
郵
送
に
て
ご
提
出
下
さ
い
。

【
提
出
先
】
峡
南
建
設
事
務
所
都
市
計

画
・
建
築
課
（
〒
４
０
９
ー
３
６
０
６

市
川
三
郷
町
高
田
１
１
１
番
地
１
）

【
問
い
合
わ
せ
】
山
梨
県
都
市
計
画
課

☎
０
５
５
（
２
２
３
）
１
７
１
６
ま
た
は

峡
南
建
設
事
務
所
　
都
市
計
画
・
建
築
課

☎
０
５
５
（
２
４
０
）
４
１
２
０

インフォメーション・お知らせインフォメーション・お知らせ

市
川
三
郷
都
市
計
画
変
更
（
案
）

縦
覧
の
お
知
ら
せ

峡
南
衛
生
組
合
職
員
募
集

　

年
末
は
、
交
通
量
の
増
加
、
心

理
的
な
慌
た
だ
し
さ
、
飲
酒
の
機

会
が
増
え
る
な
ど
、
様
々
な
要
因

が
重
な
り
交
通
事
故
が
発
生
し
や

す
く
な
り
ま
す
。

　

県
で
は
、
12
月
１
日
㈪
～
31
日

㈬
ま
で
の
31
日
間
を
「
年
末
の
交

通
事
故
防
止
県
民
運
動
」
と
し

て
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
交
通

マ
ナ
ー
の
実
践
を
促
し
、
交
通
事

故
の
防
止
を
図
り
ま
す
。

「
飲
酒
運
転
し
な
い
・
さ
せ
な
い

山
梨
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
実
施

　
令
和
７
年
12
月
１
日
㈪
～
令
和

８
年
１
月
31
日
㈯
の
２
カ
月
間
、

飲
酒
運
転
を
根
絶
す
る
た
め
、
酒

類
提
供
業
者
協
力
の
も
と
「
飲
酒

運
転
し
な
い
・
さ
せ
な
い
山
梨
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

交
通
事
故
防
止
に

交
通
事
故
防
止
に

努
め
ま
し
ょ
う

努
め
ま
し
ょ
う
！！！！

問
町
防
災
交
通
課

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
７
５

✓
飲
酒
運
転
の
根
絶

　「
飲
酒
運
転
四
な
い
運
動
」
の
徹
底

① 

運
転
す
る
な
ら
酒
を
飲
ま
な
い

② 

運
転
手
に
は
酒
を
飲
ま
せ
な
い

③ 

酒
を
飲
ん
だ
ら
運
転
し
な
い

④ 

酒
飲
み
運
転
を
許
さ
な
い

✓�
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
・
ハ
イ
ビ
ー

ム
活
用
の
徹
底
と
反
射
材
使
用
の

推
進

①�

12
月
は
午
後
４
時
に
自
動
車
の
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
を
点
灯

②�

道
路
環
境
・
対
向
車
に
配
慮
し
、
こ

ま
め
な
切
り
替
え
に
よ
る
ハ
イ
ビ
ー

ム
の
活
用

③�

悪
天
候
時
や
ト
ン
ネ
ル
内
で
は
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
を
点
灯

④�

歩
行
者
・
自
転
車
利
用
者
の
反
射
材

等
の
活
用
と
明
る
い
色
の
服
装
着
用

事
故
防
止

事
故
防
止
のの
重
点
目
標

重
点
目
標

償却資産償却資産（固定資産税）（固定資産税）のの
申告申告をおをお願願いしますいします

償却資産とは
事業のために用いる構築物、機械及び装置、フォーク
リフトなどの運搬具、工具・器具及び備品など

　　　　令和８年１月3１日土

　固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の
対象となります。町内で事業を営んでいる方で償却資産を
所有している方、または町内の事業者に償却資産を貸し付
けている方は、令和８年１月１日現在所有の償却資産につい
て町へ申告をお願いします。（地方税法第３８３条）
　本町では税務課窓口や郵送による提出のほかに、eL 
TAX（エルタックス）を利用した電子申告が可能です。電子
申告の詳細は、町ＨＰ（https://www.town.ichikawamisato.
yamanashi.jp）の暮らしの情報「税」コーナーをご覧下さい。

【提出先・問い合わせ】
町税務課資産税係☎ 055-272-1104
※六郷出張所への提出も可能です。

※事業用太陽光発電設備も申告の対象となります。
（住宅用でも、発電出力１０ｋｗ以上の設備は、売
電事業用の資産となりますので、ご注意下さい）

家屋を取り壊した家屋を取り壊したらら
「滅失届「滅失届」」のの提出提出をを！！

　固定資産税は、毎年１月１日現在の状況に
基づき課税され、取り壊された家屋は翌年度か
ら課税されません。
　町では取り壊した家屋等の把握に努めてい
ますが、課税誤りなどをなくすため、家屋を取
り壊した方は「滅失届」の提出をお願いします。
※住宅やアパートなどの住宅用の土地には、税の
軽減措置が適用されています。家屋の取り壊し、
または店舗を住宅に改築するなどで、土地の固定
資産税も変わる場合があります。

資産税係からのお知らせ

償却資産
申告期限

✓�

高
齢
運
転
者
の
事
故
防
止

① �

高
齢
者
に
対
す
る
交
通
安
全
意
識

の
高
揚
及
び
車
両
運
転
者
に
対
す

る
高
齢
者
へ
の
保
護
意
識
の
高
揚

② �

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
歩
行
者
や

他
の
車
両
に
対
す
る
「
思
い
や
り
・

ゆ
ず
り
合
い
」
の
気
持
ち
を
持
つ

③ �

横
断
歩
道
手
前
で
の
減
速
、
歩
行

者
優
先
の
徹
底

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、

正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の

正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の

実
践
を
習
慣
づ
け
、

実
践
を
習
慣
づ
け
、

交
通
事
故
を

交
通
事
故
を

防
止
し
ま
し
ょ
う
。

防
止
し
ま
し
ょ
う
。

　令和８年１月１日から、気象状況が林野火災の
予防上注意を要すると認められるときは、「林野火
災注意報」「林野火災警報」が町から発令されます。

問峡南消防本部 ☎ 055-272-1919

野焼き・火入れ・焚火などを行う際は、
事前に消防署へご連絡をお願いします。

林野火災注意報林野火災注意報がが発令発令されたらされたら

「林野火災注意報」「林野火災警報」は、今後
１１月～翌５月（令和７年１１月、１２月を除く）
の時期に一定の条件を満たした
場合に発令されます。詳しくは峡
南消防本部ホームページをご確
認下さい。

□戸締りが不完全

□自動車・バイク・自転車が未施錠

□屋外に物が放置されている

□屋外に燃えやすい物がある

□自動車内に鞄・財布などが置いてある

問鰍沢警察署・鰍沢消防署防犯協会鰍沢支部 ☎ 0556-22-0110

防犯・防火診断防犯・防火診断をを実施実施しますします

１２月１１日木 午後７時３０分～９時００分

　火災や犯罪の予防を目的として、鰍沢警察署員が
町消防団と一緒に町内全域を巡回します。
　ご理解、ご協力をお願いします。

１つでもチェックが
ある場合は要注意

 

火
災
や
盗
難
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

林野火災林野火災にに注意注意しましょうしましょう

住
民
説
明
会
を開

催
し
ま
す

　

町
で
は
、「
市
川
三
郷
町
立
小
中
学

校
適
正
規
模
・
配
置
等
基
本
計
画
（
案
）」

お
よ
び
町
の
財
政
状
況
に
関
す
る
住
民

説
明
会
を
行
い
ま
す
。

【
内
容
】

▼
市
川
三
郷
町
立
小
中
学
校
適
正
規

模
・
配
置
等
基
本
計
画（
案
）
教
育
的
観

点
か
ら
策
定
さ
れ
た
「
市
川
三
郷
町
立
小
中

学
校
適
正
規
模
・
配
置
等
基
本
計
画
」
に
主

眼
を
置
き
つ
つ
、
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
も
加

え
た
形
で
作
成
し
た
基
本
計
画
案
に
つ
い
て

▼
町
の
財
政
状
況 

令
和
６
年
決
算
速
報

値
か
ら
見
た
町
の
財
政
状
況
に
つ
い
て

【
開
催
日
時
お
よ
び
会
場
】

■
12
月
19
日
㈮ 

午
後
７
時
～ 

会
場
：
町
民
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
（
上

野
２
９
６
８
ー
７
）

■
12
月
22
日
㈪ 

午
後
７
時
～

会
場
：
六
郷
町
民
会
館
（
岩
間

４
８
５
）

■
12
月
23
日
㈫ 

午
後
７
時
～

会
場
：
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
市
川

大
門
１
４
３
７
ー
１
）

※
説
明
会
時
の
配
布
資
料
は
、
事
前
に

町
役
場
総
務
課
、
六
郷
出
張
所
で
も
配

布
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
総
務
課
総
務
法
制
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
２

「
町
立
小
中
学
校
適
正
規
模
・

配
置
等
基
本
計
画
（
案
）」

「
決
算
か
ら
見
る
町
の
財
政
状
況
」
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地域の話題や情報をお寄せ下さい　町総務課広聴広報係　電話０５５-２７２-１１０２

１１/１１/３３

１１/１１/１１

１０/１０/
１５１５

石積の文字を拓本で写し取る児童たち石積の文字を拓本で写し取る児童たち

　

秋
晴
れ
の
文
化
の
日
、
高
田
地
区
に
あ
る

一
宮
浅
間
神
社
で
は
秋
の
例
大
祭
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
地
域
活
性
化
を
目
的
と
し
た
神
輿

渡
御
に
は
約
１
０
０
人
が
参
加
し
、
同
神
社

か
ら
出
発
す
る
と
、
地
域
の
安
全
や
幸
福
を

願
い
な
が
ら
、
威
勢
よ
く
高
田
地
区
内
を
練

り
歩
き
ま
し
た
。

　

高
田
地
区
に
あ
る
一
宮
浅
間
神
社
で
市
川

小
の
３
年
生
が
校
外
学
習
を
行
い
ま
し
た
。

境
内
に
あ
る
石
積
は
今
年
９
月
に
見
つ
か
っ

た
全
国
的
に
も
貴
重
な
も
の
で
、
当
日
は
児

童
57
人
が
、
石
積
の
清
掃
や
拓
本
を
通
じ
、

文
化
財
の
大
切
さ
や
地
域
の
歴
史
へ
の
理
解

を
深
め
ま
し
た
。

　

市
川
中
２
年
生
37
人
と
地
域
の
方
18
人
が
参

加
し
、｢

ほ
う
と
う
づ
く
り｣

の
会
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
会
は
、｢

学
校
・
地
域
・
家
庭

連
携
推
進
協
議
会｣

主
催
の
恒
例
行
事
で
、
生

徒
た
ち
は
地
域
の
方
々
に
教
わ
り
な
が
ら
麺
を

打
つ
と
こ
ろ
か
ら
手
作
り
を
し
、
最
後
は
全
員

で
ほ
う
と
う
を
味
わ
い
ま
し
た
。

秋
晴
れ
の
町
を
練
り
歩
く

石
積
を
通
じ
地
域
の
歴
史
に
触
れ
る

毎
年
恒
例
！｢

ほ
う
と
う
づ
く
り｣

の
会

地域の方々にほうとう作りを教わる生徒地域の方々にほうとう作りを教わる生徒

地区内を練り歩く神輿地区内を練り歩く神輿

着物をリメイクした衣装を着たモデルたち着物をリメイクした衣装を着たモデルたち

　

着
物
を
リ
メ
イ
ク
し
た
衣
装
を
披
露
す
る

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
が
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

で
開
か
れ
ま
し
た
。
当
日
は
町
内
の
裁
縫
教
室

の
メ
ン
バ
ー
13
人
が
参
加
し
、
各
々
が
制
作
し

た
自
慢
の
衣
装
を
制
作
者
自
身
や
知
人
が
モ
デ

ル
と
な
り
、
歩
き
な
が
ら
披
露
す
る
と
、
会
場

か
ら
は
歓
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

着
物
を
リ
メ
イ
ク
　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー

１０/１０/
１６１６

　

冬
は
凍
結
な
ど
に
よ
り
宅

内
で
の
漏
水
が
発
生
し
や
す

い
季
節
で
す
。

　

宅
内
で
の
漏
水
が
発
生
し

た
ら
水
道
工
事
指
定
店
に
ご

連
絡
下
さ
い
。

　

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
を
含

む
宅
内
の
水
道
管
は
使
用
者

の
管
理
で
、
漏
水
修
理
費
用

も
、
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
検
針
に
支
障
の
な

い
よ
う
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

は
き
れ
い
に
し
て
お
い
て
下

さ
い
。

※
宅
内
水
道
管
と
は
、
第
１

止
水
栓
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
１
止
水
栓
の
後
ろ
か
ら
、

な
い
場
合
に
は
第
2
止
水
栓

を
含
め
た
水
道
メ
ー
タ
ー

ボ
ッ
ク
ス
か
ら
宅
地
内
に
敷

設
さ
れ
た
水
道
管
で
す
。

問
町
生
活
環
境
課
上
水
道

係
・
簡
易
水
道
係
☎
０
５
５

（
２
７
２
）
６
０
９
２

道路 水道メーター
ボックス

水道メーター第２止水栓

給水管

配水管 第１止水栓

宅内水道管
第１止水栓がある場合

宅内水道管
第１止水栓がない場合

水道管のイメージ

凍結と漏水にご注意を！凍結と漏水にご注意を！

　山梨県では、次の方を対象に自動車燃料費の助成
を行っています。令和７年１月から１２月使用の自動
車燃料費が対象です。※山梨ナンバー以外は対象外

【対象者】自動車税や軽自動車税（二輪車を除く）の減
免を受けている方、年度途中に減免の条件に該当し翌
年度から軽自動車税の減免を受ける方、「リース自動車
による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領」に定
める助成対象車両を利用している方のいずれかで▷身
体障害者手帳１級または２級の方▷療育手帳Ａ判定の
方▷戦傷病者手帳特別項症第１項症または第２項症に

該当する方▷当該心身障害者と生計を一にしている方
【申請用紙】峡南保健福祉事務所（ホームページにも掲
載）・町役場福祉課にあります。

【申請方法】領収書または支払証明書を添付し持参か郵送
【受付期間】１２月１５日月～令和８年２月６日金

午前９時～午後５時（正午～午後１時は除く）
※事前予約、郵送の場合消印有効、役場受付不可

【提出先・問い合わせ】峡南保健福祉事務所 福祉課
（〒４００- ０６０１南巨摩郡富士川町鰍沢７７１-２南巨摩
合同庁舎１階）☎０５５６-２２- ８１４５ FAX0556-22-8147

障害者の方へ　自動車燃料費を助成します

　

本
人
確
認
書
類
の
情
報
を
利
用
し

て
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
を
あ
ら

か
じ
め
印
字
す
る
こ
と
で
、
窓
口
で

の
記
入
を
簡
素
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

本
町
で
は
、
今
年
の
７
月
１
日
よ

り
導
入
し
て
お
り
、
手
続
き
の
負

担
軽
減
や
待
ち
時
間
の
短
縮
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
本
人
確
認
書
類
】

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド 

▽
運
転

免
許
証 

▽
運
転
経
歴
証
明
書
▽
在

留
カ
ー
ド 

▽
特
別
永
住
者
証
明
書

ー 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
関
係 

ー

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

兼
電
子
証
明
書
発
行
／
更
新
申
請
書

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド
券
面
記
載
事

項
変
更
届
、
電
子
証
明
書
、
新
規

発
行
申
請
書

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド
在
留
期
間
更

新
に
伴
う
有
効
期
間
変
更
申
請
書
、

電
子
証
明
書
発
行
／
更
新
申
請

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド
返
納
届 
な
ど

ー 

そ
の
他
の
手
続
き 

ー

▽
住
所
異
動
届

① �

窓
口
で
本
人
確
認

書
類
を
提
示

② �

申
請
書
に
印
刷
さ

れ
な
い
必
要
事
項

を
書
く

③ �

申
請
書
を
窓
口
に

提
出

本人確認は、
マイナンバー

カード
がおススメ♪

※注意※
・�

対
象
の
手
続
き
で
あ
っ
て
も
、
転
入

出
の
直
後
や
混
雑
時
な
ど
、
状
況
に

よ
り
従
来
ど
お
り
ご
自
身
で
記
入

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・�

本
人
確
認
書
類
裏
面
の
情
報
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

ご
利
用
下
さ
い
！

対
象
と
な
る
手
続
き
は
？

対
象
と
な
る
手
続
き
は
？

書
か
な
い

書
か
な
い
窓
口

シ
ス
テ
ム

問町町民課町民係 ☎ 055-272-1105

書
か
な
い
窓
口

書
か
な
い
窓
口

シ
ス
テ
ム
と
は

シ
ス
テ
ム
と
は
？？

ど
う
や
っ
て
利
用
す
る
の
？

ど
う
や
っ
て
利
用
す
る
の
？

対 象 手 続 き
は 順 次 拡 大
予定です。
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善意ありがとうございます善意ありがとうございます
■須藤敏彦様（上野）より、障害者支援に役
立てていただきたいと、町社会福祉協議会へ
金一封を寄付していただきました。

■今津信也様（黒沢）作の陶芸「塩釉」が、山
梨造形美術会主催の第６９回公募展において、
林茂松賞に選ばれました。

受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

※本人・ご家族の申し出があったもののみ掲載

おくやみ １０月届出分
（敬 称 略）おめでた

死  亡

一の人、下を38に合わせる

地区名頭ライン

名前頭ライン

名前頭ライン

婚
姻
ベ
ー
ス
線

12

30

36

47
41.5

一の人、下を45に合わせる

53

68

丹沢　幸宣　　　広　幸　　　上　　野
丹澤　重秋　　　栄　①　　　上　　野
深澤　義夫　　　克　日　　　市　　川
赤池　敏男　　　初　子　　　市　　川
佐野　房子　　　好　男　　　市　　川
村③千鶴子　　　喜巳夫　　　市　　川
藤本　孝弘　　　貴　一　　　市　　川
相田　④子　　　孝　幸　　　市　　川
河西　髙子　　　　勝　　　　高　　田
渡⑤さち子　　　正　司　　　大　　同
古屋　正子　　　明　敏　　　大　　同
若林　和子　　　一　紀　　　岩　　間
大森貴求雄　　　　謙　　　　岩　　間
②沢　保夫　　　昭　子　　　岩　　間
笠井　聖弘　　　田口かおり　 岩　　間
佐久間保子　　　　篤　　　　楠　　甫
相川　祐吉　　　壽　子　　　宮　　原

180

い 

っ 

し 

ん

れ   

い   

か

花

す 

い

け   

い   

ま

画像トレース
⇒拡張

氏  名 届 出 人 地  域

　健診・がん検診は受けたら終わりではありま　健診・がん検診は受けたら終わりではありま
せん。早期発見、早期治療につなげることも大せん。早期発見、早期治療につなげることも大
事なことです。また高血圧や脂質異常症、糖尿事なことです。また高血圧や脂質異常症、糖尿
病などの生活習慣病は、初期の段階では自覚症病などの生活習慣病は、初期の段階では自覚症
状がない場合も多いです。健診結果を参考に、状がない場合も多いです。健診結果を参考に、
日常の生活を振り返り、生活習慣の改善に取り日常の生活を振り返り、生活習慣の改善に取り
組むなど、適切に対処していきましょう。組むなど、適切に対処していきましょう。
　生活習慣の改善等のご希望がある場合は、い　生活習慣の改善等のご希望がある場合は、い
きいき健康課までご相談下さい。きいき健康課までご相談下さい。

令和８年度令和８年度  集団健診予定集団健診予定
５月：市川会場５月：市川会場 申し込み期限は申し込み期限は

までですまでです
令和令和８８年年１１月月３０３０日日９月：六郷会場９月：六郷会場

１０月：三珠会場１０月：三珠会場

（保健師・鈴木麻実）

集団健診・がん健診集団健診・がん健診を受診してを受診して

定期的定期的な健康チェックをな健康チェックを！！

　　　　　　　歯科健康診査（歯周疾患検診）を受けましょう！
　歯を失う原因の９０％は歯周病と虫歯です。歯の健康は、食事を楽しく食べるだけでなく、感
染症や生活習慣病の発症予防・重症化予防にも効果的です。全身の健康を守るためにもこの機会
にぜひ歯周疾患検診を受診しましょう。

対象年齢 �40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の方（令和８年３月３１日時点の年齢）

受診期間 �令和８年１月３１日（土）まで（期間を過ぎた場合は全額自己負担となります）

検  診  料 無料　※治療費は含まれません。

医療機関 �山梨県歯科医師会会員の歯科医院
※�対象者には７月下旬に受診票を送付しましたのでご確認下さい。

無料受診券無料受診券のの

使用期限使用期限がが迫迫っていますっています！！

さまざまな感染症から身を守りましょう！

ウイルスに負けない
体をつくろう

☑ こまめな手洗い・手指の消毒
（指先や指の間も念入りに）

　空気が乾燥し気温が低くなる冬は、ウイルス性
の感染症が流行します。特に冬場は「新型コロナ
ウイルス」や「季節性インフルエンザ」、「ノロウ
イルス」などの感染症に注意が必要です。十分に
感染対策を行い、ウイルスに負けない体をつくり
ましょう！

☑ 正しいマスクの着用
（鼻と口をしっかりと覆いましょう）

☑ 加湿と換気を十分に行う
（湿度 40 ～ 60％を保ち、冬場もこまめな換気を）

☑ 規則正しく生活する
（十分に睡眠をとる・バランスのよい食事を心がける）

～　乳児・幼児健診　～

■□■４カ月児・７カ月・10カ月児・13カ月児健診
【とき・場所】１２/１７㈬ 町民健康管理センター
【対　　象】�令和６年１１月、令和７年２月、５月、８月出

生児
【持   ち  物】母子健康手帳、バスタオル、同封の問診票、

同封のアンケート用紙（※４カ月児のみ）

■□■３歳児健診
【とき・場所】１２/１１㈭ 町民健康管理センター
【対　　象】令和４年８月、９月、１０月出生児
【持   ち  物】�母子健康手帳、問診票、尿スティック、同

封のアンケート用紙

～　母子健康手帳の発行　～

【とき・場所】 １２/９㈫、２３㈫ 市川三郷町役場
【受付時間】午前９時～午後４時

※発行には１時間程度かかります。
※時間厳守でお願いします。
※�予約制です。希望者は子育て支援課へご連絡下さい。

【持 ち 物】印鑑、資格確認証、マイナンバーカードまた
は通知カード、運転免許証などの身分が確認できる物

～　リリース教室　～

【とき・場所】１２/１２㈮ 午後１時１５分～３時４５分
　　　　　 町民健康管理センター（受付：午後１時～）

【内　　容】乳児と母親の健康チェック、ベビーマッサージ
【対　　象】出生６カ月までの児とその母親
【持   ち  物】母子健康手帳、バスタオル

※�予約制です。希望者は子育て支援課へご連絡下さい。

～　すくすく相談会　～

【とき・場所】１２/ １９㈮　午後１時～
　　　　　  町民健康管理センター
※�完全予約制です。希望者は子育て支援課へご連絡下さい。

　言葉が遅い、落ち着きがない、こだわりが強い、学力
面の心配、登園・登校しぶりがある、対人関係や集団生
活に心配がある等…子どもに関する悩みや対応の仕方等
を専門の心理士に相談してみませんか？
相談は無料で秘密は厳守相談は無料で秘密は厳守です。です。安心してご相談下さい安心してご相談下さい。。

【対象者】� ６５歳以上で接種を希
望される方

※�これから６５歳になる方は、
誕生日前日から接種可能

　　　　【接種期間】 
令和８年１月３１日㈯まで

【公費負担】 �インフルエンザ　　　２，５００円
　　　　　 新型コロナウイルス　　７，８００円
※いずれも１人１回のみ。差額は自己負担

【持 ち 物】 高齢者インフルエンザ予防接種接種券・
予診票（水色）、新型コロナウイルス予防接種接種券・
予診票（黄色）、健康保険証または資格確認証等

【医療機関】 �かかりつけ医及び町内医療機関
※�対象者には通知及び予診票を送付しています。
※希望する医療機関に電話予約をして下さい。
※�町内医療機関及び昨年予防接種を受けた医療機関以外

での接種希望者は、いきいき健康課までご連絡下さい。

６０～６５歳未満の特例対象者
【対  象  者】 ６０～６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機

能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有
する方（身体障害者手帳１級に該当する方）

【申請期日】 令和８年１月１６日㈮まで
【接種期間】 令和８年１月３１日㈯まで
【申請に必要なもの】

身体障害者手帳、健康保険証または資格確認書等、
印鑑

【申請場所】 �いきいき健康課・六郷出張所
※�対象とならない場合もあります。接種を希望する場合

は、申請期日までにいきいき健康課までご連絡下さい。

高齢者等高齢者等
・インフルエンザ・インフルエンザ
・・新型コロナウイルス新型コロナウイルス
予防接種予防接種

町内の医療機関町内の医療機関
一瀬医院 一瀬医院 ☎ 055-272-0183☎ 055-272-0183　立川医院 　立川医院 ☎ 055-272-0355☎ 055-272-0355
溝部医院 溝部医院 ☎ 055-272-0003☎ 055-272-0003　　 磯野医院  磯野医院 ☎☎ 0556-32-18810556-32-1881
髙橋医院 髙橋医院 ☎ 0556-32-2521☎ 0556-32-2521      市川三郷診療所市川三郷診療所☎ 055-272-3000☎ 055-272-3000
町営国民健康保険診療所町営国民健康保険診療所 ☎ 055-272-7111 ☎ 055-272-7111
市川メディカルクリニック市川メディカルクリニック ☎ 055-272-3337 ☎ 055-272-3337

令和令和８８年度年度  集団健康診断集団健康診断（全地区）（全地区）

申込書申込書をを送付送付しますします

　令和８年１月上旬ごろ、全ての対象世
帯に送付予定です。必ずご確認下さい。

受診の有無に関わらず、
全世帯必ず提出して下さい

クマの生息についてのクマの生息についての調査結果調査結果
　先月、三郡橋～富士川大橋間の河川敷を鳥獣害　先月、三郡橋～富士川大橋間の河川敷を鳥獣害
の専門家による、赤外線カメラ搭載のドローンをの専門家による、赤外線カメラ搭載のドローンを
飛ばした調査を行いました。飛ばした調査を行いました。
　その結果、クマの姿は確認されず、猟友会をは　その結果、クマの姿は確認されず、猟友会をは
じめ専門家としてもじめ専門家としてもクマの生息の可能性は極めてクマの生息の可能性は極めて

低いとの見解低いとの見解でした。でした。
引き続き、クマを目撃した際は、町産業振引き続き、クマを目撃した際は、町産業振
興課農林係まで情報提供をお願いします。興課農林係まで情報提供をお願いします。

問町産業振興課農林係 ☎ 055-240-4163

町いきいき健康課 ☎ 055-224-9010町子育て支 援 課 ☎ 055-224-9011

　今年ももうすぐ終わりですね。今年も 1 年、健　今年ももうすぐ終わりですね。今年も 1 年、健
康で過ごせましたか？康で過ごせましたか？
　ご自身の健康状態を知る 1 つの方法として『健　ご自身の健康状態を知る 1 つの方法として『健
康診断（以下、健診）』があります。みなさん、康診断（以下、健診）』があります。みなさん、
健診・がん検診を受けていますか？健診・がん検診を受けていますか？
　新年を迎える頃、町から『令和８年度健康診　新年を迎える頃、町から『令和８年度健康診
断申込書』を各世帯ごとに送らせていただきま断申込書』を各世帯ごとに送らせていただきま
す。町での集団健診・がん検診の申し込みは、す。町での集団健診・がん検診の申し込みは、
この申込書で回答をしていただくことになります。この申込書で回答をしていただくことになります。
世帯員全員の方について、回答をお願いします。世帯員全員の方について、回答をお願いします。
　この機会に、ぜひご自身の健康を見直してみ　この機会に、ぜひご自身の健康を見直してみ
て下さい。て下さい。
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